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政
府
は
、
令
和
四
年
八
月
十
五
日
「
衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
会
社
版
地
面
師
事
件
へ
の
対
処
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
二
〇
九
第
四
一
号
）
に
お
い
て
、
「
役
員
全
員
の
解
任
を
内
容
と
す
る
登
記
申
請
が
あ
っ
た
場
合
の
取

扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
付
け
法
務
省
民
商
第
六
十
五
号
法
務
省
民
事
局
商
事
課
長
通
知
。
以
下
「
通

知
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
「
不
実
の
登
記
の
防
止
の
要
請
と
迅
速
な
公
示
の
要
請
の
均
衡
を
適
切
に
図
る
必
要
が
あ
る
た
め

に
発
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
通
知
に
基
づ
く
現
在
の
運
用
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
」
旨
答
弁
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
答

弁
に
は
、
質
問
第
四
一
号
で
行
っ
た
次
の
三
質
問
に
関
し
、
「
統
計
を
と
っ
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」

旨
答
弁
し
て
い
る
。
「
登
記
完
了
前
に
」
、
「
解
任
さ
れ
た
と
さ
れ
る
役
員
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
申
請
書
又
は
添
付
書
面
の

閲
覧
を
求
め
た
」
事
案
の
過
去
五
年
間
の
件
数
（
同
号
第
三
質
問
）
。
「
登
記
完
了
前
に
」
、
「
解
任
さ
れ
た
と
さ
れ
る
代
表

者
か
ら
、
当
該
登
記
申
請
に
係
る
申
請
人
が
代
表
者
の
地
位
に
な
い
こ
と
を
仮
に
定
め
る
内
容
の
仮
処
分
決
定
書
そ
の
他
の
一

定
の
公
的
文
書
が
提
出
さ
れ
た
」
事
案
の
過
去
五
年
間
の
件
数
（
同
号
第
四
質
問
）
。
「
登
記
完
了
前
に
」
、
「
解
任
さ
れ
た

と
さ
れ
る
代
表
者
か
ら
、
当
該
登
記
申
請
に
係
る
申
請
人
が
代
表
者
の
地
位
に
な
い
こ
と
を
仮
に
定
め
る
内
容
の
仮
処
分
の
申

立
て
を
行
っ
た
旨
の
上
申
書
…
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
」
、
「
当
該
申
立
て
に
係
る
仮
処
分
決
定
…
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間



 

２ 

 

は
、
登
記
を
留
保
」
さ
れ
た
事
案
の
過
去
五
年
間
の
件
数
（
同
号
第
五
質
問
）
。 

 

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

政
府
が
、
「
不
実
の
登
記
の
防
止
の
要
請
と
迅
速
な
公
示
の
要
請
の
均
衡
を
適
切
に
図
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
発
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
通
知
に
基
づ
く
現
在
の
運
用
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
」
旨
判
断
さ
れ
た
根
拠
を
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

二 

前
項
に
関
し
、
質
問
第
四
一
号
第
三
質
問
乃
至
第
五
質
問
の
件
数
及
び
当
該
件
数
に
含
ま
れ
る
事
案
の
詳
細
な
分
析
を
行

う
こ
と
な
く
、
「
不
実
の
登
記
の
防
止
の
要
請
」
が
求
め
ら
れ
た
程
度
と
、
当
該
「
不
実
の
登
記
の
防
止
の
要
請
」
を
満
た

す
こ
と
で
失
わ
れ
る
「
迅
速
な
公
示
の
要
請
」
の
程
度
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
思
料
す
る
が
、
政
府

と
し
て
如
何
。 

三 

前
二
項
を
踏
ま
え
て
、
質
問
第
四
一
号
第
三
質
問
乃
至
第
五
質
問
の
件
数
及
び
当
該
件
数
に
含
ま
れ
る
事
案
の
詳
細
な
分

析
を
行
っ
た
上
で
、
通
知
の
運
用
に
つ
い
て
再
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


